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１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本航空株式会社所属，ボーイング式７４７‐１００型ＪＡ８１０１は，昭和４９年６月２１日 

２１時５８分，ホノルル経由ロスアンゼルス行６２便として，東京国際空港スポット３３番か 

らランプ・アウトした。同機は，滑走路１５Ｌに向け誘導路Ｂ‐４，Ｂ‐４Ｎを通り，消防課建 

物前を通過する際，臨時駐機場Ｄ７に駐機していた運輸省航空局所属日本航空機製造式ＹＳ‐ 

１１型ＪＡ８６１０の方向舵に，左主翼々端が接触した。

ＪＡ８１０１は，翼端フェアリング及びNo.1ＨＦアンテナが損傷し，ＪＡ８６１０は方向舵トリ

ム・タブ及び方向舵の一部が損傷した。

本事故による人員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和４９年６月２５日　現地調査

７月１日　事故関係者からの事情聴取

９月１１日　原因関係者からの意見聴取



２．認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８１０１は６２便として，２１時５８分スポット３３番からランプ・アウトし，小雨の中，

滑走路１５Ｌに向け地上滑走した。誘導路Ｒ‐３，Ｂ‐４を通りＢ‐４Ｎを過ぎたころ，前方に 

全日本空輸株式会社所属のロッキード式Ｌ‐１０１１‐３８５‐１型ＪＡ８５０３がスポット１５番

からけん引され，誘導路Ｂ‐２，Ｂ‐２Ｎ，Ｇ‐３を通り臨時駐機場Ｄ６に駐機しつつあった。

ＪＡ８１０１の機長は自機の右翼端とＪＡ８５０３との間隔にやや疑問を感じたので，地上滑走速 

度を減速した。左側には，臨時駐機場（以下，「駐機場」という。）Ｄ７及びＤ８にそれぞれ運輸 

省航空局所属の日本航空機製造式ＹＳ‐１１型及びＹＳ‐１１Ａ型（以下，「ＹＳ‐１１型機」とい 

う。）ＪＡ８６１０及びＪＡ８７１１が機首入りの状態（尾部を誘導路側に向けた状態）で駐機し 

ているため，左側に避けることができない状況にあった。

ＪＡ８５０３が駐機を完了し，同機の地上係員から支障なしの合図があったので，ＪＡ８１０１ 

の機長は右側を副操縦士に，左側を航空機関士に（席を離れて機長席の後の窓から）監視させ 

ながら４～５ノットの速度で地上滑走を続けた。２２時１０分ころ消防課建物前で右に約３３ 

度曲がり，誘導路Ｄ‐３に向う誘導路中心線に沿うように右旋回滑走中，ＪＡ８１０１の左主翼 

翼端が，駐機場Ｄ７に駐機していたＪＡ８６１０の方向舵に接触した。機長は，この接触には気 

付かず通常どおり地上滑走を続け，滑走路１５Ｌから２２時１６分離陸した。

消防課建物前に退避していた目撃者の通報により，機長は離陸０９分後の２２時２５分ころ 

社用航空無線を通じて，この接触を知らされた。機長は直ちに左翼端の目視点検を実施したが， 

左舷灯及びNo.１ＨＦアンテナには何らの異常も発見されなかった。また，操縦上（手動で操縦 

していた）も計器指示にも何ら異常は認められなかった。その後，地上から”ＪＡ８６１０の損 

傷状況から当該機の損傷は大したことはないであろう”との連絡を受けて，機長は飛行の安全 

に支障なしと判断して飛行を継続し，目的地ホノルルに着陸した。

２．２　航空機の損壊の程度

ＪＡ８１０１及びＪＡ８６１０は小破した。

２．３　乗組員に関する情報

(1) 機長 ４４才 昭和３１年１０月２日入社

資格及び取得年月日　定期運送用操縦士・第３２１号　昭和３５年１１月４日

第一種航空身体検査証明書　第１１１２１５９８号



有効期間 昭和４９年１月３１日から昭和４９年７月３０日まで

総飛行時間 ９，７２１時間２７分

事故機と同型式機の飛行時間 １，４３５時間５４分

(2) 副操縦士 ３５才　昭和４５年４月１日入社

資格及び取得年月日 事業用操縦士　第３５２２号　昭和４６年３月３日

第一種航空身体検査証明書　第１１１２１７４２号

有効期間 昭和４９年３月１日から昭和５０年２月２８日まで

(3) 航空機関士 ３４才　昭和３８年３月２５日入社

資格及び取得年月日 航空機関士　第５８４号　昭和４５年１２月２６日

第二種航空身体検査証明書　第２１１２０７６７号

有効期間 昭和４８年１１月２５日から昭和４９年１１月２４日ま

で

２．４　航空機に関する情報

国籍記号及び登録記号 ＪＡ８１０１

型式 ボーイング式７４７‐１００型

製造番号 １９７２５

製造年月日 昭和４５年３月２２日

耐空証明書番号 第東４５‐４６４号

耐空証明有効期間 整備規程（定第３号）の適用を受けている期間

２．５　気象に関する情報

昭和４９年６月２１日事故発生前後における，東京航空地方気象台の観測値のうち関連する

ものは次のとおりである。

２１時５６分： 風向１３０度，風速８ノット，視程５キロメートル，雨６０

２２時２６分： 風向１４０度，風速８ノット，視程５キロメートル，雨６１

２．６　飛行場及び地上施設に関する情報

駐機場Ｄ７及びＤ８は，東亜国内航空株式会社の専用駐機場として昭和４７年９月から使用

されていた。向側に駐機場Ｄ４～Ｄ６ができるため，誘導路中心線が昭和４９年４月２日から

駐機場Ｄ７側に最大１３．７５メートル移動することとなった。これにより駐機場Ｄ７及びＤ８



が，機首入りの駐機方法では誘導路を通過する航空機と接触する可能性があるため，尾部入り 

の駐機方法に変更することに東京空港事務所と東亜国内航空株式会社の両者で確認された。こ 

れに伴い東亜国内航空株式会社では，誘導路中心線から４４．６メートルの点に前脚の位置を示 

す幅２０センチメートルの黄色い線を施し，駐機方法を変更する旨，社内に通知した。従前の 

黄色い線（誘導路中心線から５５．１メートルの位置で幅２０センチメートル）は残置されてい 

た。

２．７　航空機の損壊の状況

２．７．１　ＪＡ８１０１（ボーイング式７４７‐１００型）

左翼端の左舷灯から後方のフェアリングがかすり傷，へこみ又は亀裂を生じた。No.1ＨＦア 

ンテナは，翼端後方に差し込んで取付けられている境部の内側に，４カ所の亀裂がでぎ，外側

には境からアンテナ先端へ約７５センチメートルの部分に大きなへこみを生じ，それに続いて

こすり傷が先端まであった。

２．７．２　ＪＡ８６１０（日本航空機製造式ＹＳ‐１１型）

方向舵ロワー・トリム・タブの中央約１メートルの範囲が大きく右にへこみ，歪，つぶれ等

の損傷を受け，方向舵はトリム・タブ・ヒンジラインの一部につぶれがあり，関連する外板に

たわみが生じた。

２．８　事実を認定するための試験及び研究

ＪＡ８６１０の事故当夜の駐機位置を確認するため，ＹＳ‐１１型機を使用して再現した。事故 

当夜，現場確認にあたった東京空港事務所係官の証言により，ＪＡ８６１０は前脚が黄色い線上 

に有り，尾灯が誘導路中心線から約３１．３メートルの位置に駐機してあったものと推定される。

従って，方向舵トリム・タブ後縁の接触箇所は，誘導路中心線から約３２．２メートル，同じく 

一番奥の接触箇所までは約３２．４メートルと計算される。ＪＡ８１０１の翼幅の1/2は約２９．８メ 

ートルであり，同機が直進状態で誘導路中心線上にあれば，ＪＡ８６１０との間隔は約２．４メー 

トルとなる。なお，ＪＡ８１０１が前脚を最大操作角７０度，速度１０ノットで地上旋回した場 

合のＨＦアンテナ先端の軌跡は，直進した場合の翼端の軌跡より約３．７メートル外側に出るこ 

とになる。

２．９　その他の必要事項

運輸省航空局に所属する航空機の定時整備は，東亜国内航空株式会社において実施されてい



る関係で，両者の使用する駐機場は同一区域に属している。駐機場の不足からやりくりを必要 

とする現状にあり，この操作は，運輸省航空局に所属する航空機も含め東亜国内航空株式会社 

の責任において実施されていた。ＪＡ８６１０は，昭和４９年６月２０日１６時２０分飛行を終 

了して駐機場Ｔ６に駐機したが，東亜国内航空株式会社の到着機の駐機場確保のため，１７時

ころ同社の整備員がけん引して駐機場Ｄ７に移動し，機首入りの状態で駐機した。

３．事実を認定した理由

３．１　解析

ＪＡ８１０１の機長及び事故当時左右の監視にあたった副操縦士及び航空機関士はそれぞれ適 

法な資格を有し，かつ有効な航空身体検査証明を有しており，事故原因に関連があると認めら 

れる不具合はなかった。

ＪＡ８１０１は有効な耐空証明を有し，当該便として正常に運航されており，事故に関連する 

不具合はなかった。事故当夜の気象は，機長の証言及び東京航空地方気象台の観測値より推定 

して，同機の地上滑走に支障を及ぼしたとは認められない。

機長は，消防課建物前を通過する際，副操縦士及び航空機関士に左右を監視させ，地上滑走 

速度を４～５ノットに減速したと証言しており，通常はカーブを通過する際でも約１０ノット 

以上の速度であることから，この間は特に注意が払われていたものと推定される。一方，駐機 

場Ｄ７及びＤ８は地上照明で照らされていないため暗かったものと推定される。機長は，駐機 

場Ｄ７及びＤ８のＹＳ‐１１型機が正規の方法で駐機していなかったことを知らなかったため， 

誘導路中心線を外れなければ接触することはないと，認識していたものと認められる。

駐機場Ｄ７及びＤ８の駐機方法の変更を知らせる東亜国内航空株式会社の「業務連絡」は昭 

和４９年４月２日に発行されているが，ＪＡ８６１０を駐機させた整備員は，３月２６日から５ 

月２０日までの間，整備訓練中で通常業務から外れており，当該「業務連絡」を見ていなかっ 

たものと推定される。また，同駐機場の前脚の位置を示す従前の黄色い線が消されていなかっ 

たことがＪＡ８６１０を機首入りで駐機させた要因になったものと認められる。ＪＡ８１０１の接 

触面が翼端の左舷灯後方及びNo.1ＨＦアンテナの側面であることから，同機は右旋回開始前ま 

では，誘導路中心線に沿って地上滑走したものと推定され，ＪＡ８６１０との接触は，右旋回中 

であったものと認められる。

ＪＡ８１０１の地上旋回は，翼主脚の車軸の延長線と前脚の車軸の延長線との交点を支点とす



る。同機は，主翼の後退角（２５％翼弦で３７．５度）が大きく，かつ翼端後方に長さ約２．５メ 

ートルのＨＦアンテナが取付られており，同アンテナ先端は翼主脚の車軸線の延長線から約

１８．９メートル後方に位置しているので，同機の地上旋回で外側翼端及びＨＦアンテナの軌跡 

は，直進した場合の軌跡より大きく外側に出る（旋回半径が小さいほど軌跡は外側に出る）こ 

ととなる。

ＪＡ８６１０が正規の方法で駐機していたとすれば，同機と地上滑走中（直進）のＪＡ８１０１ 

の翼端との間隔は約１２．２メートルであるが，事故当日は約２．４メートルであったと推定され 

る。

従って，ＪＡ８６１０の接触個所の奥行が約２０センチメートルであるから，ＪＡ８１０１は右 

旋回でNo.1ＨＦアンテナ先端が直進した場合より約２．６メートル外側に出て接触したものと推 

定される。

４．結論

(1) 機長及び運航乗務員は，適法な資格及び有効な航空身体検査証明を有して運航に従事して

いた。

(2) ＪＡ８１０１は有効な耐空証明を有し，正常な機能で運航していた。

(3) 機長は，地上滑走中，消防課建物前を通過する際，特に注意を払った。

(4) 機長は，右旋回する際，左翼端及びNo.１ＨＦアンテナが外側に出るという軌跡を認識して

いたが，誘導路中心線から外れなければ旋回中も含め，駐機場に駐機している航空機と接触

することはないと思っていた。

(5) ＪＡ８１０１は右旋回開始前までは，誘導路中心線に沿って地上滑走したものと推定される。

(6) ＪＡ８６１０は，正規の方法で駐機していなかった。同機と地上滑走中（直進）のＪＡ８１０１

の左翼端との間隔は約２．４メートルと推定され，正規に駐機していたとすれば約１２．２メー

トルの間隔があった。

(7) ＪＡ８１０１が右旋回したことにより，No.１ＨＦアンテナ先端が直進した場合より約２．６メ

ートル外側に出て接触したものと推定される。

原因

本事故は，ＪＡ８６１０が正規位置から約９．８メートル誘導路側に寄って駐機していたため，



地上滑走中のＪＡ８１０１が誘導路Ｄ‐３に向う右旋回で，同機の左翼端が外側に出たことによ 

って発生したものと認められる。


